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要
旨

本
法
律
案
は
、
二
酸
化
炭
素
の
貯
留
事
業
の
健
全
な
発
達
等
を
図
る
と
と
も
に
、
公
共
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、
二
酸
化

炭
素
の
貯
留
事
業
に
係
る
許
可
制
度
及
び
貯
留
権
の
創
設
、
貯
留
事
業
に
お
け
る
保
安
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
措
置
の
義
務

付
け
、
二
酸
化
炭
素
が
貯
蔵
さ
れ
た
事
業
場
の
長
期
的
な
管
理
の
た
め
の
制
度
の
整
備
、
導
管
輸
送
事
業
に
係
る
届
出
制
度
の

創
設
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

貯
留
事
業
及
び
試
掘
の
許
可

経
済
産
業
大
臣
は
、
貯
留
層
が
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
る
区
域
を
「
特
定
区
域
」
と
し
て
指
定
し
た
上
で
「
特
定
区
域
」

に
お
い
て
、
貯
留
事
業
又
は
試
掘
を
行
お
う
と
す
る
事
業
者
を
募
集
し
、
こ
れ
ら
を
最
も
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認

め
ら
れ
る
者
を
選
定
し
、
貯
留
事
業
等
の
許
可
を
す
る
。
経
済
産
業
大
臣
が
貯
留
事
業
等
を
許
可
し
た
と
き
、
当
該
貯
留
区

域
等
に
係
る
貯
留
権
等
が
設
定
さ
れ
る
。
貯
留
権
等
は
物
権
と
み
な
す
。

二

貯
留
事
業
及
び
試
掘
の
事
業
規
制
及
び
保
安
規
制

貯
留
事
業
者
等
は
、
貯
留
事
業
等
を
開
始
す
る
前
に
、
実
施
計
画
に
つ
い
て
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な



二

い
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
技
術
基
準
へ
の
適
合
義
務
等
の
保
安
規
制
を
課
す
。
ま
た
、
貯
留
事
業
者
に
対
し
、
二
酸
化
炭

素
の
貯
蔵
の
状
況
の
監
視
を
義
務
付
け
る
ほ
か
、
特
定
貯
留
事
業
の
業
務
に
つ
い
て
、
特
定
の
者
に
対
し
、
不
当
に
優
先
的

な
取
扱
い
を
す
る
こ
と
等
を
禁
止
す
る
。
さ
ら
に
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
経
済
産
業
大
臣
の
許
可
に
よ
り
、

貯
留
事
業
場
の
管
理
業
務
を
、
独
立
行
政
法
人
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
に
移
管
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。

三

損
害
の
賠
償

貯
留
事
業
等
に
よ
っ
て
他
人
に
損
害
を
与
え
た
と
き
は
、
貯
留
事
業
者
等
が
当
該
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
。

四

導
管
輸
送
事
業
の
事
業
規
制
及
び
保
安
規
制

貯
留
層
に
貯
留
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
二
酸
化
炭
素
を
導
管
で
輸
送
す
る
導
管
輸
送
事
業
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、

経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
上
で
、
導
管
輸
送
事
業
者
は
、
特
定
導
管
輸
送
事
業
の
業
務
等

に
つ
い
て
、
特
定
の
者
に
対
し
、
不
当
に
優
先
的
な
取
扱
い
を
す
る
こ
と
等
を
禁
止
す
る
。
ま
た
、
技
術
基
準
へ
の
適
合
義

務
等
の
保
安
規
制
を
課
す
。

五

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


